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８．スリランカ国種子法（和文仮訳）

スリランカ国種子法（仮訳）

スリランカ民主社会主義共和国国会

種子法：2003 年 No.22  
承認：2003 年 7 月 30 日

１．この法律は、種子法 2003 年 No.22 として引用される。

第 1 部

法律の管理

２．農業局長（局長という）が、この法律の総管理者とする。そして、この法律により負わされた義

務を履行する。

３．局長は、この法律の実施及び効果を上げるために支援をする農業局の職員を指名する。指名され

た職員たちは、委任された職員と呼ばれる。

第 2 部

国家種子委員会の設立

４．（1）この法律の目的のために、国家種子委員会（委員会という）を設立する。

（2）委員会は下記から成る。

（a）職務上のメンバーは、

（ i）委員長

（ii）局長

（iii）農業局の種子認証担当部長（部長という）

（iv）スリランカ農業研究政策会議執行部長

（v）スリランカ標準協会法 1984 年 No.6 により設立された、スリランカ標準協会会長

（b）種子生産者、種子使用者、種子輸入者から大臣により任命された 4 名以内のメンバー

（3）委員長は、この委員会の議長となる

５．（1）すべての任命されたメンバーは、辞職、解職、あるいはその他で退職する以外は、3 年間勤

務する

（2）任命されたメンバーは、大臣宛て手紙を出すことによりいつでも辞職することができる。そ

して、大臣の許可により辞職が確定する

（3）任命されたメンバーが、病気、スリランカにいないなどの理由で、一時的に業務をできない

場合、大臣は代理を選ぶことができる

（4）大臣は任命したメンバーを理由を明らかにして解任することができ、メンバーは退職しなけ

ればならない
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（5）任命されたメンバーが辞職、解任、その他で退職した場合、大臣は代わりの者を任命する。

代わりに任命されたものは前任の残された任期の間勤務する 
（6）任命されたメンバーが任期を終えた場合、再任が可能である 
（7）委員会のメンバーは、報酬をもらえる。大臣は、財務担当大臣と相談し報酬を決める 
（8）この法律の他の規定や制定された規則に関し、委員会は会議の手順や会議のやり方規則を規

制できる 
 
６．この法律の規定に関しての、委員会の任務は、 

（a）質の高い種子及び苗の生産、配布のためのガイドラインや方針の策定 
（b）種子及び苗生産把握のための定期的進捗レビュー 
（c）大臣や関連する人に対する、優良種子・苗生産や種子・苗の農民への供給に関する進言 
（d）種子及び苗産業開発のための、定期的な種子及び苗の質の基準見直し 
（e）種子及び苗の発芽率、遺伝的純度、物理的純度、外見の適切な基準の策定と市場で認めら

れる種子の遺伝的不純度、種子の傷み、水分含量、病害虫（雑草種子）の限度 
（f）市場に出回る種子容器と苗の最低限のラベリング内容の決定 
（g）市場に出回る作物、品種別の種子容器の質とサイズの決定 
（h）新作物品種保護のための必要な計画実行 

 
７．委員会は、下記を行う 

（a）農業局の関連事務所によるサービスあるいは施設利用と種子取り扱い業者の登録に係る価

格の提示 
（b）種子及び苗の需要把握と優良種子及び苗生産のための技術的支援の促進 
（c）民間種子産業の発展のために民間との協調、種子及び苗に関する問題点解決 
（d）種子及び苗産業の活性化のために必要な資金と人材の確保 
（e）委員会の決定を実施する特別委員会の任命 

 
第 3 部 
登録手順 

 
８．（1）すべての種子取り扱い業者は登録しなければならない 

（2）すべての登録申請は、局長の指定したやり方で文書にて局長に提出される 
（3）登録する 
（a）申請者による登録料支払いを受けて発給される 
（b）文書にて申請し、登録証発給のキャンセルがない限り、2 年間継続される 
（c）登録に際し条件を付ける 

 
９．8 項においての登録は、登録証に記された期限前に局長に申請することにより更新される 
 
10．（1）局長は、登録した種子取り扱い者が下記を満たした場合、この法律の下で発行された登録の

取り消しができる。 
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（a）登録証が発行された条件に反する

（b）登録証に沿った指導に従わない

（c）この法律、あるいは規則に違反する

（2）取り消しの連絡は、登録種子取り扱い者に対し文書で知らされる

（3）局長の決定に不服な者

（a）登録を拒否された

（b）再登録を拒否された

（c）登録を取り消された

決定の知らせから 30 日以内に、委員長に対し文書にて上訴することができ、15 項において任命

される審査委員会にて審議される

第 4 部

手順

11．（1）局長あるいは委任された職員は、種子及び苗の検査・視察目的のために補助者の有無にかか

わらず、常識的な時間に、家屋敷に入れる。また、適量の種子及び苗を検査・試験のために持

ち出せる。種子及び苗の使用者、生産者、輸入者、あるいは、その家屋の持ち主、入居者など

は、検査・視察のためすべての施設への入場を受け入れなければならない。委任を受けた職員

の証明は、その家屋の持ち主あるいは入居者に家屋に入る前に示さなければならない。

（2）（1）にある検査・視察後、局長、あるいは委任された職員は、その家屋敷で保存、調整、販

売されている種子及び苗が、種子法や規則に反していないか、あるいは、委員会の規定した標

準に合っていないか吟味する。局長、あるいは委任された職員は、種子及び苗の使用者、生産

者、輸入者、あるいは、その家屋敷の持ち主、入居者などに、その決定を文書にて知らせる。

そして、予防策や種子及び苗に関しての決定の実施を行う。

（3）種子及び苗の生産者、輸入者、あるいは、その家屋敷の持ち主、入居者などは、（2）にある

ように、局長、あるいは任命された職員の決定に従うのが義務である。生産者、輸入者、ある

いは、その家屋敷の持ち主、入居者などがその決定に対し反論のある場合は、委員長を通して

15 項にて任命される審議委員会の決定を仰ぐことができる。

12．局長、任命された職員、あるいは彼らを支援するいかなる者も、どのような家屋敷への立ち入り、

実施行動、この種子法や規則下での活動は不法侵入とはならない。また、損害、種子法や規則下

での活動が理由なしに悪意を持って行われた場合以外は、法的責任はない。

13．（1）種子及び苗の使用者、生産者、輸入者、あるいは、その家屋の持ち主、入居者などは、11
項による決定に対する種子及び苗に関する対応がその家屋敷内にて必要である。もしも、この

指示に従わない者がいる場合は、支援する人の有無にかかわらず、局長、あるいは任命された

職員は、その対応実施のために家屋敷に立ち入ることができる。

（2）（1）において家屋敷に入る局長、あるいは任命された職員は、（1）を実行するために必要な

資機材、車などを持ち込むことができる。

（3）（1）において家屋敷にて必要な活動を行う局長、あるいは任命された職員にかかる費用、ま
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た、政府によるかかる費用は、11 項で対応を行うことを指示された者が支払う。そして、下

記の方法で受け取られる。 
（4）（3）において支払われる費用は、局長、あるいは任命された職員による申請により徴収され

る。局長の代理として、居住地、業務地などで裁判所が罰金を徴収するのと同様に管轄の裁判

所が行う。この費用は、裁判所での罰金額より多いこともある。 
（5）（4）における者からの費用の徴収は、この項において対応、指示に応えない犯罪者のように

軽減されない。 
 

第 5 部 
種子認証サービス 

 
14．（1）局長は、 

（a）スリランカで栽培される種子及び苗の認証の特権的権利をもつ 
（b）種子認証サービスのシール、スティッカー、ラベルを発行する 
（c）農業局の種子認証サービス部による認証種子生産の規則に沿って生産されないいかなる作

物品種の国内生産種子、あるいはハイブリッドを「認証種子」として売ることを禁止する。

輸入種子に関しては、輸入種子の原産地における種子認証の公式認証システムを農業局の種

子認証サービス部が認めない限り、いかなる作物品種あるいはハイブリッドも「認証種子」

として販売することを禁止する。 
（d）種子の生産、調整など認証標準が守られているかの監視 
（e）家屋敷に入り、種子の状況、保存施設を視察する 
（f）種子の動きと身元登録のチェック 
（g）委員会で決められる種子認証の標準の実施 
（h）圃場検査、種子検査、監視、種子調整、種子抽出、認証種子への認証ラベルの添付などの

承認された手順の実施 
（i）種子は実施要領に従って袋詰め、封印、ラベル添付が確実に行われる 
（j）国内生産種子と輸入種子からサンプルをとり、定められた標準にてチェックする 
（k）種子認証の標準の確立と広報 
（l）認証種子と苗生産者及び供給者のリストの作成と広報 

（2） この項の目的のために、農業局の種子検査室を指定検査室とする 
 

第 6 部 
上訴 

 
15．（1）この法律の目的のために大臣は上訴委員会を任命する 

（2）上訴委員会は、委員長、種子技術者、種子病理者から成る 
（3）委員長は、上訴委員会の議長となる 
（4）上訴委員会は、委員長から上訴を受けてから 6 日以内に決定をしなければならない 
（5）上訴委員会の決定は、最終的なものであり、上訴委員会の委員長から上訴人と局長に直ちに

知らせる 
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（6）上訴委員会のメンバーは、報酬をもらえる。大臣は、財務省の担当者と協議してその額を決

める 
 

第 7 部 
罪と罰 

 
16．（1）法的に権限、あるいはこの法律、規則の違反免除がない者、この法律、規則でしてはならな

いこと、あるいは怠る者、種子取り扱い業者として登録しないで商売をする、あるいは反抗や

妨害、反抗、妨害の助け、他人が反抗、妨害するのを扇動する者は、局長、部長、任命された

職員、彼らを支援する者がこの法律、規則の実施をするにあたり、この法律の下、犯罪として

罰せられる。 
 

（2）この法律で罰せられる者は、裁判の後判事の前で、最低 1 カ月、最高 6 カ月の投獄、あるい

は、5 万 Rs.の罰金、あるいは、罰金と投獄の両方、の有罪に処せられる。 
 

17．この法律に組織として罪を犯した場合は、 
(a) 法人組織の場合は、すべての重役、管理者、秘書、職員 
(b) 会社の場合は、その会社のすべてのパートナー、管理者 
個人が、罪を知らないうちに行われたり、その罪を防ごうとしたという証明ができない場合は、

罰せられる。 
 

第 8 部 
共通 

 
18．（1）大臣は、この法律に必要な規則を策定する、あるいはどの規則が法律により認定されるべき

かを決定する 
（2）特に、（1）において与えられる権限で、大臣は以下につき規則を策定する 
（a）市場で販売許可されるあるいは、国内生産種子、輸入種子や苗のラベル記載条件や国内生

産種子、輸入種子や苗の質 
（b）種子及び苗の質を決定する標準認証方法 
（c）種子使用者の保護と種苗生産の促進 
（d）種苗の検査、抽出、分析、試験、の手順 
（e）ラベルの添付法、種苗ラベルの記載事項、そして、上質の種苗生産法 
（f）委員会の設立と実施要領 
（g）種苗の規制品種、タイプの明細 
（h）検査の方法と標準 
（i）施設、サービスに係る費用の決定 

（3）上述（1）のすべての規則は公報で公表する。そして、広報された日、あるいは規則で決め

られた日に効力を発揮する 
（4） 上述（1）のすべての規則は公報で公表された後、速やかに国会での承認のため審議される。
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国会で承認されない場合は、承認されなかった日付で廃止される。しかしながら、以前に起こ

ったことは変更しない。 
（5）（4）により廃止された規則の日時は、広報で発表される。 

 
19．委員会は、この法律により決められたすべてにつき規則を作る 
 
20．個人で育てられたすべての種子、品種、または、その人の家屋敷で播種や植え付けを目的に直接

他の人に販売されるか配達された種子には、この法律は適用されない。 
 
21．この法律のシンハラ語とタミール語の文章に不一致があった場合は、シンハラ語を優先する。 
 
22．この法律では、下記のように定義する 

・ Certified seed とは、この法律の 14 項に記されている標準と手順により生産され、ラベルを添付さ

れた育種家種子、登録種子、前原種種子、原種種子、標準種子、あるいは核種子をいう 
・ Importer とは、種苗をスリランカに持ち込んだ人をいう 
・ Pest とは、植物や植物生産物に傷、損害や経済的損失を与える能力のある生物をいい、雑草

の種子も含まれる 
・ Premises とは、土地、建物、店舗、輸送用コンテナ、車両、船舶のすべてあるいは一部で、

植物を保存、調整、移植、生育したり、種子を保存するのに使われているものをいう 
・ Prescribed とは、規則に規定されていることをいう 
・ Secretary とは、農業担当大臣の省の秘書官をいう 
・ Seed とは、 

① 植物の成熟した受精して発芽可能で苗になる胚を含む部分をいう 
② 種イモ、球根、根茎 
③ 苗 をいう 

・ Seed handler とは、スリランカの市場に種子をもたらす、生産者、輸入業者、卸業者、調整

業者、再梱包業者、小売業者をいう 
・ Seed lot とは、ロット番号、ラベルに沿った認可できる均一なバッグや塊で確認できる種子をいう 
・ Variety とは、裸眼で確認できる少なくともひとつの特性により、同種の違う品種と明らかに

区別がつく遺伝子導入種子を含む分類上の植物グループである。また、十分に均一で、繰り

返しの増殖にも安定していることをいう 
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９．スリランカ国種子政策（和文仮訳） 

スリランカ国種子政策（仮訳）

農業・土地・林業省（農業省）

1997 年 3 月

１．背景

 スリランカの種子産業は、農民や家庭菜園を持つ者に、優良で最適な作物や果樹苗を供給すること

を目的に、ダイナミックかつ効果的に急速成長している。農業局は、1950 年代後半に交配や選抜に

よる高収量品種の開発など、組織的な種子生産プログラム開発を主導してきた。20 作物以上の約 70
品種の種子の生産と配布活動は、近年まで農業局の責任で行われていた。さらに、農業局によって多

くの種類の果樹の接木や苗も生産、配布された。

２．目的

 民間セクターが種子関連事業で重要な役割を担うという状況変化のなかで、農業局が原種種子の需

要を満たすという役割に加えて、国内の優良種子需要を満たすための生産に民間が進んで参加できる

ようガイドラインを作る必要がある。最終的に、期待されるのは健全な種子産業の確立である。スリ

ランカの農民が国内あるいは輸入による優良種子に容易にアクセスすることができ、それによって生

産及び農業収入を上げることにより成し遂げられる。この新しい政策は、それゆえ、種子を生産し販

売する種子会社の設立に焦点を当てている。農業局をはじめ政府の機関は、優良種子生産と調整を確

実にするため、更なる必要な支援を行う役割がある。

３．新しい種子政策

 種苗政策は、下記の構成から成っている。

a. 品種の開発とリリース

b. 原種と苗

c. 商業種子生産、調整、流通、利用

d. 優良種苗の輸入

e. 調整と開発の支援

f. 認証と質の向上

g. その他の支援活動

a. 品種の開発とリリース

ⅰ. 農業・土地・林業省は、種苗を扱う企業家を種子プログラム、品種のリリース、種苗の標準

などを決める国家種苗委員会に招聘する。このプロセスにより政府機関の技術を有効に使える

ようになる。

ⅱ. 農業・土地・林業省は、民間と人材、施設、そしてその他の資源を共用する。詳細は政府と

民間相互に共用できるよう検討される。

ⅲ. 農業局は、国内で開発された基本的遺伝材料や進んだ遺伝材料を、官民で育種や試験に興味

を持つ組織に供与する。
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ⅳ. 農業・土地・林業省は、3 年以内に作物育種家へのインセンティブとしての育種家の権利の

法制化を進める。 
ⅴ. 品種改良組織は、それぞれの品種の純度を維持する。 
ⅵ. 官民で開発されたローカル品種の試験とリリースは、農業局の時機を得た認証が必要である。 

 
b.  原種と苗 
ⅰ. 農業局は、推奨品種の十分な量の原種子を適切な価格で民間に供与する。 
ⅱ. 農業局の標準種子生産と、配布プログラムは、徐々に縮小され廃止される。中期的には、農

業局は原種に焦点を当てる。民間種子企業が原種生産できるに従い、農業局は原種生産から

徐々に手を引く。 
ⅲ. 有望な栽培品種の情報は、生産者に入手できるようにする。 
ⅳ. まだ試験されていないか、推奨されていない品種の一部に関しては、生産者が適地において

試験できるようにする。 
 

c.  商業種子生産、調整、流通、利用 
ⅰ. 政府は、商業種子生産において民間と競争はしない。 
ⅱ. 種子業者は、商業種子生産において支援が与えられる。この種子業者には、農民組合、協同

組合、農業関連企業、個人の企業、NGO、そしてその他が含まれる。その支援とは、 
・植物検疫 
・必要なときの原種 
・技術的支援・研修 
・通関手続き・保存サービス 
・市場情報 
・質のコントロール・認証 
・量の確保 

ⅲ. 種子業に携わる者に対する農業関連投資への税金割引 
ⅳ. 価格の安定化のために、選択された作物の緩衝用種子の保存を行う。 
ⅴ. 種子の生産、調整や質のコントロールに必要な機材への非課税 

 
d.  優良種苗の輸入 
ⅰ. 民間セクターは、種子産業の発展を妨げない限り、今までどおり種苗の輸入を行うことがで

きる。 
ⅱ. すべての輸入種苗は、植物検疫と質のチェックが必要である。 
 

e.  種子認証と質の向上 
ⅰ. 優良種子使用に係る集中的なプログラムの実施 
ⅱ. 生産され販売される種苗の公的認証は不可欠である。市場に出るすべての種子は、農業局の

種子認証サービス部門が定める基準を満たす必要がある。統一的な種子容器ラベリングシステ

ムが実施される。 
ⅲ. すべての輸入あるいは国内で生産された種子は、種子法で定められた必要基準のラベリング

が必要である。種子法が決められるまでは、農業局の種子認証・植物検疫センターにより決め
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られた標準にのっとる。 
 

f.  開発と調整 
国家種苗委員会は、種子産業の発展と関連する活動の調整を支援するため、官と種子生産者、

種子輸入業者を含む民間の参加をえて設置される。この委員会は年 2 回、各栽培シーズンの前、

1 月/2 月（ヤラ作期）、7 月/8 月（マハ作期）に開かれる。委員会は、農業省の次官が議長をす

る。 
 

委員会の役割は以下のとおりである。 
ⅰ. 適切な価格の優良種子の継続的生産のためのガイドラインと科学的基準作成 
ⅱ. 政策の見直しと、活発な種子産業育成目的達成のために必要な政策の施行提案 
ⅲ. 種子産業の進展状況把握のための定期的見直し 
ⅳ. 必要事項と優良種子生産に係る技術的支援実施の確認 
ⅴ. 民間産業の発展のために政府機関内での調整が必要である。 
ⅵ. 活発な種子産業発展のためには資金と人材が必要である。 
ⅶ. 産業支援のために定期的な種子の質の標準チェックが必要である。 
ⅷ. 種子分野のデータベース開発の監督が必要である。 

 
農業局の種苗開発センターが、この委員会の事務局を務める。 
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